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ア ・あらかじめプリントされている場合で内容が
違う場合は、該当部分を二重線で消し、正し
い内容に修正してください。

ウ ・貴企業のすべての売上高を記入してくださ
い。
・記入にあたっては、乙調査票の記入のしか
た5ページを必ず読んでから記入してくだ
さい。

エ ・■ウ の企業全体の年間売上高のうち「映像・音
声・文字情報制作に附帯するサービス業務」
について記入してください。
・記入にあたっては、乙調査票の記入のしか
た5ページを必ず読んでから記入してくだ
さい。
・「映像・音声・文字情報制作に附帯するサー
ビス業務」以外の売上がある場合、■ウ と■エ の
年間売上高は一致しません。

オ ・「映像・音声・文字情報制作に附帯するサー
ビス業務」がどのような業務かについては、
乙調査票の記入のしかた6ページで詳細に
掲載していますので確認の上、記入してくだ
さい。

カ ・■オ の「ニュース供給業務」の年間売上高につ
いて収入区分別の割合（％）を、整数（少数
点以下、四捨五入）で記入してください。

ク ・「保有スタジオ」、「貸出し時間」については、
 ■オ の「貸スタジオ業務」に売上がある場合
に、用途先区分ごとに記入してください。

サ ・「❹❸以外の人（パート・アルバイトなど）」に記入した従業者全
員の総労働時間（1週間分）を貴企業の所定労働時間（1週間
分）で除して算出した人数がここに入ります。

シ ・従業者数の❶～❺の「合計」
は、ここに記入してください。

コ ・■シ  の従業者数の「総計」から「（うち　別経営の企業に派遣して
いる人）」を除き、「総計のほかに別経営の企業から派遣されて
いる人」を加えた人数のうち、「映像・音声・文字情報制作に附
帯するサービス業務」に従事している人数がここに入ります。

ケ ・過去１年間に営業用固定資産の新規取得がなかっ
た場合は、合計欄に「０」を必ず記入してください。
・記入にあたっては、乙調査票の記入のしかた8ページ
を必ず読んでから記入してください。

ス ・ご記入内容について、問い合
わせをすることがありますの
で、必ず記入してください。

イ ・あらかじめプリントされている場合で内容が
違う場合は、二重線で消し、該当する経営組
織の番号を「○」で囲んでください。
・「  1  会社」に該当する場合は、資本金額（又
は出資金額）を必ず記入してください。
  なお、金額が５千円未満の場合は「０」万円
と記入してください。

キ ・■カ の「配信収入」を100として、配信先区分
ごとに割合（％）を整数（小数点以下、四捨五
入）で記入してください。

記入見本と記入上の注意
映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業

・この調査は、企業単位の調査です。子会社など連結する他の企業分を含めないでください。
・調査票の項目で「＊」と記載され、かつ、灰色に塗りつぶされている箇所は、記入する必要はありません。
・記入にあたっては、別添の「乙調査票の記入のしかた」を参照してください。




